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農業の安全衛生条約・勧告採択予定
協同組合第１次討議、社会保障で一般討議
今年の ILO 総会は来る６月５日�～２１日�にジュネーブで開かれる。以下

に議題のあらましを紹介する。

以下の６本の議題に加え、イスラエル

占領地の労働者の状況に関する事務局長

報告の特別討議も行われる。

第１議題� 理事会議長及び事務局長の

報告

理事会議長の報告は昨年の総会以後１

年間における理事会の業務報告である。

事務局長報告は、前予算年度の活動報

告と社会政策に関する報告が隔年で交互

に出される。本年は後者で、グローバル

経済の中で、各国がディーセント・ワー

ク（権利が保護され、十分な収入を生み、

適切な社会的保護が供与された生産的な

仕事）を確保する方法に関する報告書が

提出される。

第１議題� グローバル・レポート：労

働における基本的原則及び権利に関する

ILO宣言のフォローアップ

１９９８年の総会で採択された労働におけ

る基本的原則及び権利に関する ILO 宣

言は、フォローア

ップ活動の一環と

して、宣言に含ま

れる基本的原則及

び権利の４つの分

野に関し、１つず

つ順番に毎年、総

合的な報告を作成

することを ILO

事務局長に求めて

いる。今年のグロ

ーバル・レポート

は、「あらゆる形

態の強制労働の禁

止」を扱う。報告

書は、関連する基本条約（第２９号と第１０５

号）の批准国、未批准国双方における状

況を説明すると共に、ILO が提供した

支援の効果を評価するものであり、総会

後の理事会で向こう４年間の技術協力の

優先事項と活動計画を決定する基礎とな

る。

第２議題 事業計画・予算その他の問題

ILO の予算は２暦年制であり、今年

は２００２�０３年度の事業計画・予算案採択
に向けた審議が行われる。提案されてい

る予算案は、総額４億７，２４８万８，５０５ドル。

大枠では現行予算の路線を維持するが、

新たにディーセント・ワーク、開発、貧

困緩和といった目標が追加される。ディ

ーセント・ワークの課題を本部及び地域

レベルで実施していく協力体制の強化に

向けた「ディーセント・ワーク・チーム」

の新設、地域に配置される児童労働専門

家の増員、エイズ�HIV（エイズウイル

ス）対策や労働の基本的原則・権利宣言

の実施に関わる活動の強化などが含まれ

る。

第３議題 条約・勧告の適用に関する情

報と報告

ILO の加盟国政府は、憲章第１９条及

び第２２条の規定により、総会が採択した

条約・勧告を権限ある機関（日本の場合

は国会）に提出するために取った措置、

批准した条約についてはその規定を実施

するために取った措置、未批准の条約及

び勧告については、そこで取り扱われて

いる事項に関する国内の法律及び慣行の

現況を事務局長に報告する義務を負う。

この規定に従い、政府が提出した資料及

び報告、並びに条約・勧告適用専門家委

員会の報告が審議される。本総会に提出

される未批准条約に関する総合調査報告

は、１９１９年採択の夜業（女性）条約（第

４号）、１９３４年採択の夜業（女性）改正

条約（第４１号）、１９４８年採択の夜業（女

性）改正条約（第８９号）、第８９号条約の

１９９０年議定書を対象とする。

また、強制労働条約（第２９号）違反が

問題となっているミャンマーに関しては、

昨年の総会で採択された「ILO 憲章第

３３条に基づき理事会が勧告した対ミャン

マー措置に関する決議」本文第１段落�ａ
に従い、ミャンマーにおける第２９号条約

の適用と、１９９８年に出された審査委員会

農業の安全衛生、協同組合の振興、社会保障の将来性など今日的
なテーマが話し合われる

（２面へ続く）
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〈本号の主な内容〉
�北欧におけるジェンダーと職業国際シ
ンポジウム…………………………３面

�ILO 人事：寺本隆信東京支局新次長…３面
�第２８０回 ILO理事会 ………………４面
�第８９回 ILO総会議題資料：社会保障…５面
�論文紹介：貿易自由化、雇用、国際的
不平等………………………………６面

�新刊紹介：銀行・金融サービス部門の
合併・買収が雇用に与える影響…７面

（ILOの現勢は３面に掲載）
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（１面から）

勧告の実施状況について審議される。

第４議題 農業における安全衛生（第２

次討議）

昨年の第８８回総会における第１次討議

の結果、６月１５日に採択された決議によ

り、農業における安全衛生に関する条約

と勧告の採択をめざして第２次討議が行

われる。

提案される条約案は、「農業」の定義

として、作物生産、畜産、昆虫飼育を含

む農業事業体で実施される農業活動、事

業体運営者による農畜産物一次加工、こ

れらの活動に直接関係する機械、設備、

装置、道具、農業施設、サービスの利用

とし（ただし、自給農業、農産物を原材

料とする工業プロセスと関連業務、森林

の工業的利用を除く）、農業の安全衛生

について包括的に規定する。予防・保護

措置、機械の安全と人間工学、材料の取

り扱いと運搬、化学物質の健全な管理、

動物の扱いと生物学的危険からの保護、

農業施設、若年労働者、臨時・季節労働

者、産前産後の女性労働者、福祉・居住

施設、労働災害及び職業性疾病に対する

保険に関する規定が含まれる。

勧告案は条約を補足し、労働安全衛生

の監督、リスク評価と管理、機械の安全

と人間工学、化学物質の健全な管理、動

物の扱いと生物学的危険からの保護、農

業施設、福祉・居住施設、産前産後の女

性労働者、自営農家に関し、条約の実施

に関わる詳細を規定する。

第５議題 協同組合の振興（第１次討議）

全世界的に認められた原則に従い、協

同組合は先進国、途上国、移行経済諸国

で、共通の経済的及び社会的目標を達成

する手段とみなされている。

直接または間接的に協同組合に触れた

国際労働基準は複数あるが、協同組合を

テーマとして取り上げたものは１９６６年に

採択された協同組合（発展途上国）勧告

（第１２７号）のみである。第１２７号勧告採

択以後の政治、社会、経済の変化は、こ

の基準の範囲を越えて世界中の協同組合

に影響を与えた。先進国では、既存の協

同組合企業の構造変化と新しい形態の協

同組合の登場により近代的な経営方式が

求められるようになり、協同組合と他の

形態の企業組織が競合することも多くな

ってきた。移行経済諸国では、かつて国

の庇護化にあった協同組合が民営化によ

って一部は清算され、一部は本物の協同

組合に生まれ変わった。途上国の協同組

合は、自営の機会を創出し、人々の労働・

生活条件を改善する重要な役割を演じる

一方、国や投資家主導の企業が進出しな

い分野で必要不可欠なインフラとサービ

スを提供する。協同組合は、貧しい人々、

先住民族、女性を経済生活の主流に統合

する上で大きな役割を果たしてきた。移

民を減らし、若者、障害者等に雇用を創

出する役割も高まってきている。

このような状況に鑑み、理事会は、全

世界的に適用できる基準の新設によって、

協同組合が自助の潜在力をより十分に開

発し、失業、社会的排除といった現行の

社会経済問題に対処する能力、そして国

際的な市場で競合する能力を高めること

ができるのではないかと考え、協同組合

の振興を２００１年の総会に、通常の２回討

議手続きによる第１次討議の議題として

含むことに決定した（討議資料の概要は

本誌昨年９月号参照）。

第６議題 社会保障の問題、課題、展望

（一般討議）

最近、社会保障の問題は多くの国で、

そして国際的にも活発に議論されている

が、ILO でこの問題が体系的に話し合

われたのはかなり以前のことになる。政

府、労働者、使用者は、社会保障問題へ

の取り組みの観点がしばしば異なる。そ

こで、ILO の政労使三者構成の仕組み

の中で相違点を論じる一般討議が行われ

る。話し合いは、加盟国が、社会的保護

を全ての人々に拡張し、社会保障制度の

持続可能性を確保し、人口及び労働市場

のニーズの変化に社会保障を適応させる

のを支援する ILO の今後の活動を導く

ものになると思われる（討議資料の概要

は５面参照）。

条約・勧告案を含め、総会議題資料は

すべてインターネット上の ILO のホー

ムページで公開されている（http://www.

ilo.org/public/english/standards/relm/

ilc/ilc89/）。

ILO 関係者往来
�日本労働研究機構主催厚生労働省�経
済協力開発機構（OECD）�ILO 後援国
際ワークショップ「アジアにおける人の

移動と労働市場」（東京・２月１～２日）

に ILO 本部労働者保護局国際労働力移

動部のＭ・アベラ労働力移動上級専門家

が出席。

�ILO の銀行・金融部門の合併・買収
が雇用に与える影響に関する三者構成会

議（ジュネーブ・２月５～９日）に、厚

生労働省の小林健労政担当参事官室室長

補佐、渡邉健司損保労連事務局次長が出

席（７面参照）。

�ILO 本部社会保障・経済保障国際重
点計画のＲ・アンカー上級エコノミス

ト・労働統計顧問が女性と仕事の未来館

�ILO 東京支局共催「北欧におけるジ
ェンダーと職業」国際シンポジウム（東

京・２月１４日）、同志社女子大学の現代

社会学部�教育とジェンダープロジェク
ト共催ジェンダーと労働に関する講演会

（京都・２月１５日）で講演のため来日（２

月１３～１７日）（３面参照）。

�ILO�日独共催社会対話アジア地域三
者構成会議（バンコク・２月２１～２３日）

に厚生労働省の中野秀世総括審議官（国

際担当）、日経連の讃井暢子国際部長、

連合の伊藤祐禎参与（ILO 理事）、渡邉

ひな子国際局次長が出席。

�国際自由労連（ICFTU）�国際自由労
連・アジア太平洋地域組織（ICFTU－

APRO）�国際産業別組織（ITS）会議
「ビルマの民主化と ILO 決議：支持す

る労働組合会議」（東京・２月２８日～３

月１日）に、ILO 本部よりＬ・スウェ

プストン国際労働基準局平等・雇用部長

が出席。会議は２０００年の ILO 総会で採

択されたミャンマー（ビルマ）の強制労

働に関する決議を支持し、５月１日を国

際ビルマ組合行動デーとすること等を定

めるビルマに関するグローバル・ユニオ

ン東京宣言及び行動計画を採択。

�ILO�世界銀行�日本�日本労働研究
機構�アジア欧州首脳会議（ASEM）
共催フィリピン政府後援雇用、社会保障、

労働市場フォローアップ会議（マニラ・

３月１～２日）に厚生労働省大臣官房国

際課より恒川謙司国際課長、渡邉浩司海

外情報室長補佐、日本労働研究機構より

井口治機動的部門統括研究員、鈴木美代

子国際部国際協力課長、吉原夕紀子国際

協力課職員が出席。
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ジュネーブ
便り

国際シンポジウム「北欧に
おけるジェンダーと職業」
２月１４日午後、「女性と仕事の未来館」

において、政労使、研究者等、１００名を

超える出席者が集まり、標記シンポジウ

ムが開催された。これは、１９７６～７８年に

女性問題担当事務局長補として ILO に

勤務し、後に女性初のデンマーク大使を

務めた故高橋展子氏の業績を受け継ぐ記

念事業として、ILO 東京支局と女性と

仕事の未来館が共催したものである。

ILO のリチャード・アンカー上級エ

コノミスト、堀内光子ジェンダー特別ア

ドバイザー・駐日代表が、それぞれ「北

欧と日本の労働市場におけるジェンダー

平等に向けて：二つの道筋」、「働く女性

とグローバリゼーション：アジア太平洋

地域の現状」と題する基調講演を行った

後、日本経済新聞社の鹿嶋敬編集委員と

東京学芸大学教育学部の久場嬉子教授が

パネリストとして加わり、会場からの質

疑も交えて活発な討論が行われた。

基調講演の中で、アンカー氏は、ジェ

ンダーの視点から見た北欧諸国労働市場

の特徴として、すべての成人男女が働く

ことを国の雇用政策の目標とし、その実

現のために保育制度等家族支援策を充実

させていること、家事労働の有償化が進

む一方で、福祉サービスや有償家事労働

に従事する女性が多く、女性の仕事と男

性の仕事という水平的な性別職業分離の

水準が比較的高いことを挙げた。日本に

ついては、民間部門に働く女性も多く、

職業によるジェンダー分離度は北欧諸国

ほど高くはないが、賃金や地位など垂直

的格差が大きいとの分析を行った。

堀内代表は、グローバル化が進む中で、

女性や子供の人身売買等の諸問題がクロ

ーズアップされているアジア太平洋地域

の現状を紹介し、女性の不安定な雇用が

増加し、貧困の女性化と永続的な不平等

につながっているとの報告を行った。

パネリストの久場教授は、公共部門と

民間部門のどちらが福祉を行うかでサー

ビスと雇用の質に大きな影響があること

等、鹿嶋編集委員は、日本の労働市場で

は、今後さらに非正規雇用が増加し、就

業形態による賃金格差が広がる危険性が

あること等をそれぞれ指摘した。

また、同様の講演会が、翌１５日、京都

の同志社女子大学でも開催された。

当シンポジウムの主要テーマと深く関

わる「北欧労働市場のジェンダー平等と

職業分離」（ヘリナ・メルカス、リチャ

ード・アンカー共著、ILO 刊）の日本

語版が、�女性労働協会より無料で配布
されている（送料は本人負担）。希望者

は、女性と仕事の未来館（電話：０３‐５４４４

‐４１５１）まで。

東京支局事務局長直轄下に
ILO 東京支局は従来、アジアの１地

域事務所として、アジア太平洋総局（バ

ンコク）の管轄下にあったが、今年１月

よりワシントン支局や国連連絡事務所

（ニューヨーク）同様、事務局長が直轄

する事務所となった。

ILO人事
（２００１年４月１日付）

★東京支局次長
寺本 隆信（てらも

と・たかのぶ）

東京大学法学部卒。

１９７６年労働省入省。

１９８２～８４年経済協力開

発 機 構（OECD）ア

ソシエート・エキスパ

ート。１９９０～９３年在米日本大使館参事官

（労働担当）。帰国後、総務庁人事局調

査官（国際担当）、労働省外国人雇用対

策課長、同省労政課長、人事院給与第四

課長、同院高齢対策室参事官を歴任し、

２００１年１月より組織再編に伴い同院生涯

設計課長。

（２００１年３月３１日付）

★退 任
（東京支局次長）浦尾 武昭

フィールドの“受益者”に会って ILO 本部計画運営局
広本 正都子

ジュネーブに来てから１年半が経った。赴任してしばらくは

まず生活のセットアップに追われる日々となるが、そういった

ことが一段落して新しい環境にも慣れたあとは、落ち着いたジ

ュネーブの生活に埋まってしまう自分を感じてしまうようにな

る。抱いてきた途上国への関心も遠いものに感じてしまう日々

の中で、フィールドを訪れる経験は貴重なものだった。

インドネシアでプロジェクトの監査をするため、労働組合強

化を目的とする教育研修プログラムの現場を訪れた。ジャカル

タから車で２時間ほど、美しい丘の上にある研修施設に到着す

ると、２０代から３０代の若い層を中心とした受講者たち２０人ほど

が熱心に講義に耳を傾け、発言し、ロールプレイや意見交換を

していた。「ILO 本部ジュネーブからプロジェクトを見に来た」

者として私が紹介されると、全員がとても嬉しそうに握手を求

めてきた。休憩時間には、講師の方の通訳で、彼らが研修参加

の許可を得るのに苦労したこと、雇用者が組合と会話しようと

はしないこと、女性の労働条件が改善されなければならないこ

となど、彼らの生の声を聞くことができた。ほとんどの受講者

にとってこのような研修の機会は初めてで、「この研修に来れ

てよかった」と私やプロジェクト担当者に対して「Thank you,

thank you」と言った。彼らは私と一緒に写真を撮ろうとし、

食事時間には私と一緒のテーブルにつこうとして、なんだか恥

ずかしかった。「職場の問題についてもっと話してあげてくだ

さい」と言われると今度は、「どうやってジュネーブで働くよ

うになったのですか」と逆に私に質問をしてきた。

彼らの人懐っこさや真剣な眼差しは、ジュネーブの生活の中

でも自分たちの仕事の原点を思い起こさせてくれる。これから

彼らがどんなふうに力を発揮し、目標に向かっていくだろうか

と思いを馳せる。

ILO の現勢
（２００１年４月１日現在）

加 盟 国 数 ………………１７５

条 約 の 数 ………………１８３
（うち撤回５）

勧 告 の 数 ………………１９１

加盟国の平均批准数 ……………３９

OECD諸国の平均批准数 ………６７

日本の批准条約数 ………………４４
� � � �
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第２８０回 ILO理事会（ジュネーブ・３月８～３０日）

２００２�０３年度事業計画・予算案採択
国際女性デー会議でガラスの天井突破を討議
去る３月に開催された第２８０回 ILO 理

事会の主な審議内容は以下の通り。

◇基本的原則・権利宣言のフォローア

ップ １９９８年に採択された「労働におけ

る基本的原則及び権利に関する ILO 宣

言」のフォローアップの一環として、中

核的条約（結社の自由と団体交渉権に関

する第８７号と第９８号、強制労働の廃止に

関する第２９号と第１０５号、児童労働の廃

止に関する第１３８号と第１８２号、雇用・職

業上の差別に関する第１００号と第１１１号）

の未批准国から提出された年次報告につ

いて、専門家諮問団の作成した概況説明

をもとに検討された。宣言の促進的な性

格を考慮に入れた上で、具体的な案件を

今後扱っていく方法についても参考とな

る話し合いが行われた。

◇国際労働基準 ミャンマーについて

は、昨年６月の ILO 総会で第２９号条約

遵守を強制するための決議が憲章第３３条

に基づき採択されている。この決議に基

づき、各国政府、労使団体、国際機関よ

り、それぞれの同国との関わりと強制労

働を持続または拡大させないために取っ

た措置を記した報告書が提出された。報

告書は、今後新たな展開があった場合に

はその情報と合わせ、今年６月に開催さ

れる ILO 総会に提出される。ソマビア

ILO 事務局長は、最近、ミャンマー外

務次官と会談を行ったことを発表し、こ

のことはミャンマー当局が発表した強制

労働をなくすための措置の実行とその実

際の影響を客観的に評価する道を開く可

能性があると報告した。

組合活動家に対する殺人等深刻な暴力

が問題となっているコロンビアについて

は、暴力拡大の実情と組合活動家を保護

するために政府が取った措置に関するア

ルブルケルケ事務局長特別代表の２回目

の報告書が提出された。労働者グループ

より、本件に関する審査委員会設置を次

期理事会の議題とするよう要請があった

が、労働組合指導者の保護措置の強化や

権利を侵害した者を厳しく処罰する政策

の採用における進展状況を評価するため、

６月の総会まで審議を延期した。

イスラエル占領地の労働者の状況に関

しては、今年の総会に事務局長報告を提

出し、１９９５年以来中断されていた特別会

合による討議を再開することとなった。

基準関連活動については、新しい統合

的なアプローチを取ることを再確認し、

２００３年の総会における労働安全衛生に関

する一般討議にこのアプローチを適用す

ることが全員一致で決定された。

◇グローバル化の社会的側面に関する

作業部会 リクペロ国連貿易開発会議

（UNCTAD）事務局長その他国際機関

の代表も出席し、グローバル経済におけ

る貧困緩和とディーセント・ワーク（権

利が保護され、十分な収入を生み、適切

な社会的保護が供与された生産的な仕

事）に関する ILO の戦略が詳しく吟味

された。多くの途上国で現在準備が進め

られている貧困緩和戦略に対し、ILO

の多様な活動を統合し、貢献を拡大して

いくとの計画が支持を得た。作業部会の

将来戦略については、６月に開かれる次

期会合に事務局長が討議資料を提出する

こととなった。

◇２００２�０３年度事業計画・予算案 ６

月の総会に、総額４億７，２４８万８，５０５ドル

（２０００�０１年度の為替レートによる仮予
算、最終的な数字は６月の採択時に決定）

の２００２�０３年度事業計画・予算案を呈示
することが決まった。大筋はソマビア現

事務局長が開始した現行事業計画と変わ

らないが、新たにディーセント・ワーク、

開発、貧困緩和が中心的な目標に加わっ

た。

◇国際女性デー ３月８日の国際女性

デーに「ガラスの天井：力と影響を持つ

女性」をテーマとする会議が開催された。

ソマビア事務局長、ブルントラント世界

保健機関（WHO）事務局長、ロビンソ

ン国連人権高等弁務官等が出席し、国際

機関や企業の上部に所属する女性達が目

に見えない障壁を突破した方法について

話し合いを行った。ソマビア事務局長は、

組織内における地位が高くなるほど男女

格差が広がる現状を指摘する ILO の報

告書「ガラスの天井の突破：管理職女性

（近刊）」を紹介しながら、男女の就く

職種の多様化、家庭責任の分担等が有意

義な変化を導くだろうと述べた。

理事会ではこの他に、エイズ�HIV
問題、多国籍企業の活動に関する定期報

告書等が検討された。

ILO 今後の会議
近い将来、次の会議の開催が予定され

ている。

�零細・小企業の育成を導く政策環境の
開発に関するアジア太平洋地域訓練ワー

クショップ（バンコク・５月１４～１５日）

―カンボジア等７カ国・地域の政労使代

表に対し、�零細・小企業の発展を通じ
た雇用促進に向け、ILO が新たに開発

した資料を、政策・法律基盤の評価や改

革に活用できるよう、政策担当者を育成

すること、�政策及び計画が女性企業家
に異なる影響をもたらすことについての

注意を喚起すること等を目的とした訓練

が提供される。

�エイズ�エイズウイルス（HIV）と労
働の世界三者構成専門家会議（ジュネー

ブ・５月１４～２２日）―政労使各１２名の専

門家が集い、エイズ�HIV と労働の世
界に関する実施規準の採択を検討する。

�協同組合と小企業を通じた雇用創出ア
ジア地域会議（バンコク・５月１６～１８日）

―バングラデシュ等１２カ国・地域の政労

使代表が集い、�協同組合と自助組織の
原理と性格に関するより良い理解の達成、

�雇用創出における協同組合の潜在力に
関する情報提供、雇用創出における協同

組合及び同種企業の利点の明確化、	組
合企業モデル一般計画の策定等に向け話

し合いを行う。

�ILO�日本・労働安全衛生管理システ
ム・アジア太平洋地域セミナー（クアラ

ルンプール・５月２２～２４日）―日本政府

の資金協力によるマルチバイ活動の一つ

として、中国等１１カ国の政労使代表が出

席し、�今年４月に ILO 本部で開催さ
れた専門家会議で採択された活動計画の

実施と一貫性のある国内労働安全衛生政

策を通じ、労働の不可欠の要素として安

全衛生を推進する自発的な活動を、全国

及び企業レベルで実施するよう奨励し、

�全国及び企業レベルの労働安全衛生委
員会への女性の参加を促進することを目

指し、話し合いを行う。

（４） No.４９０ I L O ジ ャ ー ナ ル ２００１年３・４月号



２００１年第８９回 ILO総会
一 般 討 議 議 題 ―社会保障― その課題と展望
１９９９年の ILO 理事会において、２００１年の ILO 総会で社会保障に関する一般討議
を行うことが決定された。この討議の目的は、ILO の基本的な原理原則に則りな
がら、社会保障が新たに直面する課題と展望に対応した ILO の社会保障に対する
見解を確立することである。本稿では、以下で一般討議資料としての報告書の概要
を紹介する。 〈ILO本部社会保障局 山端 浩〉

第１章 社会保障の展望

ここでは、社会保障に新たな課題が生

じてきた背景として、人口の高齢化、家

族構成の変化、適用の伸び悩み、経済及

び労働力のインフォーマル化、経済のグ

ローバル化、エイズ等の疫病の蔓延、移

行経済下の失業問題等に触れながら、第

２章以下で詳しく論じられる課題につい

て整理している。章末で、この報告書の

目的は、決定的な回答を示唆するのでは

なく、背景が根本的に変りつつある中で、

社会保障の将来の課題について提起し、

現状認識と将来可能な方策についてコン

センサスを高めることであると明確に言

い切っていることは注目に値する。

第２章 社会保障、雇用と経済発展

ここではまず、社会保障、雇用及び経

済発展の複雑な関係について考察を加え、

社会保障が就労のインセンティブをそぐ

のではないかといった昨今の社会保障へ

の批判に反論し、むしろ社会保障は生産

性を向上させるという論議を展開する。

また、社会保障は多くの社会・経済政策、

特に雇用・労働政策と強い結びつきを持

っているので、これらの政策と連携を取

ることが不可欠であると述べている。

第３章 社会的保護の適用拡大

社会的保護の適用拡大の促進は新しい

問題ではないが、近年の経済のインフォ

ーマル化の進展と共に、ますます必要性

が再認識されてきている。ここでは適用

を拡大する方策として、�既存の社会保
険制度の拡大、�マイクロインシュアラ
ンスの促進、	国家の一般財源による普
遍的給付の導入、
国家の一般財源によ
るミーンズテスト付き給付の導入につい

て個別に論じると共に、その関連につい

て記述する。それぞれ特質の異なるこれ

らの給付を組み合わせて適用を拡大する

ことは、その国特有の社会・経済事情に

充分配慮しながら、段階的に達成されて

いくものであり、一定の統治原則（ガバ

ナンス）及びこれらの制度に対する社会

の信頼なしには成り立たないものである

ことに触れて結びとする。

第４章 性的平等

ここでは社会的保護に関する性的平等

の問題を、ILO 条約等の法制上におけ

る取扱い、並びに労働市場の不平等等の

問題と関連づけて解説した後、性的平等

を促進する方策について、�遺族給付、
�離婚と年金分割、	年金の支給開始年
齢、
育児・介護期間の年金算定におけ
る取扱い、�性別年金現価率、�介護休
暇・介護及び育児サービス、
児童手当
のそれぞれに関する議論を紹介する。ま

とめとして、社会保障が性的平等を促進

する方策として、�女性が多く参加する
分野への社会保障の拡大、�有給の介護、
育児休暇等を通じ、男女それぞれが労働

と介護、育児等を組み合わせることへの

助成、	無給の育児、介護等の期間を社
会保障給付に反映させること、
離別に
対応できるように被扶養配偶者に独立し

た年金権を保障することをあげている。

第５章 社会保障の財政

ここでは、主として賦課方式で運営さ

れている社会保障制度が高齢化、経済の

グローバル化、インフォーマル・セクタ

ーの増大により財政破綻するのではない

かとの批判に対して、明確な課税・社会

保険料徴収の上限は無く、社会保障が財

政的に維持できるかどうかは、一国の経

済の状況よりもむしろ国家の所得政策の

選好によるところが大きいとの議論によ

って反論している。財政的な見地からは、

財政方式（賦課方式、積立方式等）は長

期的な国家の所得移転制度に関する問題

を解決しないこと、唯一の解決方法は高

齢者や女性の社会参加を促進し、制度の

成熟度（受給者数�被保険者数）を下げ
ることであると明言している。結びとし

て、経済のグローバル化の進展により、

課税・社会保険料賦課ベースが狭くなる

可能性に言及し、この問題について各国

政府が共同歩調をとることを求めている。

第６章 社会対話の強化と拡大

ここでは、社会的保護や所得保障に関

係する各種機構について、家族、地域社

会から国際社会（国際機関、条約等）ま

で概括する。核となる機構は、労働者、

使用者、政府の３者であるが、自営業者

やインフォーマル・セクターの労働者の

増大に伴い、地域政府や地域代表の利害

を反映させる機構（共済等）の役割が増

大しており、また、投資や再保険といっ

た専門性の高い分野については民間金融

機関との連携の余地もあるとする。

第７章 将来の ILOの職務との関係

ここでは、ILO の社会保障に関する

職務の核として、�調査研究・政策提言、
�ILO 条約を通じての法制上の枠組み
の提供、	技術協力を挙げている。調査
研究については、社会保障の適用と有効

性に関する弱点を分析し、分析に基づき

効果的な社会保障の機構を発展させ、

様々な経験を総合して政策提言を行うと

する。条約については、標準的な賃金雇

用者以外の労働者（自営業者等）の適用

や性的平等に資する条約設定（遺族年金、

年金分割等）などを視野に入れて、総会

の要請があれば、事務局は、統合的なア

プローチで条約の検討を行う準備がある

としている。具体的な技術協力の内容に

ついては、社会保障の財政・法制に関す

る教育訓練（大学での講義を含む）、適

用拡大等の社会保障改革に際しての財

政・法制・政策上の助言等に加え、マイ

クロインシュアランスの促進等がある。

まとめ―討議のポイント

最後に、本報告書は討議を始めるため

の資料として、討議者に対する問いかけ

の形をとった議題１２題を提起している。

その構成は、世界がグローバル化する中

での社会保障の展望に関する総括的な議

題１、適用拡大に関する議題２、雇用及

び失業に関する議題２、性的平等に関す

る議題１、社会保障の財政に関する議題

２、社会対話に関する議題１、ILO に

おける社会保障分野の方向性に関する議

題３となっている。本報告書に、特段目

新しい方向性が盛り込まれているとは言

えないが、近年とみに盛んになっている

社会保障に関する議論について手際良く

コンパクトにまとめられた討議資料であ

る。基本的には、２０００年に出された世界

労働報告に沿ってまとめられており、各

論のより詳細な議論及び参考資料につい

ては、同書を参照されたい。
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論文紹介

貿易自由化、雇用、国際的不平等
ILO の季刊誌「インターナショナル・レイバー・レビュー」誌２０００年３号に ILO

本部雇用戦略局のＡ・ゴース職員が標記の論文を寄稿している。以下はその概要で
ある。

貿易の自由化は、輸送システム、情報

通信技術の発展と共にグローバリゼーシ

ョンを推進する力であったが、近年、害

悪をもたらすものであるかのごとく不評

を買っている。この背景には３つの懸念、

すなわち、�貿易自由化が国際経済にお
ける不平等拡大の主な原因ではないかと

の懸念、�貿易自由化が先進国の非熟練
労働者の雇用と賃金に悪影響を及ぼすの

ではないかとの懸念、	貿易自由化は世
界の労働基準の低下につながるとの懸念

がある。こうした懸念は十分根拠がある

かのごとく見なされ、貿易自由化を抑制

しようとする政治的な圧力が生まれてい

る。しかし、経済学的には、それらは今

後の実証的な研究によって証明されるべ

き仮説でしかない。

経済の不平等が世界的規模で拡大して

いるのは確かであるが、これが貿易自由

化とどう関連するかは明らかでない。先

進国の非熟練労働者の賃金低下や失業増

大がどの程度途上国との貿易増に起因す

るかは不明である。世界的な労働基準に

至っては、低下したかどうかさえわかっ

ていない。本論文は国際統計データを用

い、こうした懸念の実証的な根拠の有無

について検証している。

□貿易と国際的な経済不平等

貿易自由化が進展した８０年代以降も、

世界の貿易、そして世界の国内総生産

（GDP）総額が飛躍的に伸びたとは言

えない。貿易品目の構成は変化しており、

世界の輸出品に占める製造品の割合は着

実に増加しているが、こうした変化はそ

れ以前から見られた長期的な傾向であっ

て、最近の貿易自由化が直接的に重要な

影響を与えたものとは考えにくい。

注目すべき点は、最近の貿易自由化に

よって貿易志向を高めたのは途上国のみ

であったということである。先進国の輸

出比率（輸出�GDP）にはほとんど変
化がない。途上国の中でも、輸出比率を

高めることができたのは１３カ国（以下Ｇ

１３）に過ぎず、これ以外は以前にもまし

て経済的に立ち遅れる結果となった。

１９９５年までにこのＧ１３諸国で途上国の全

輸出高の７４％を占めるようになった。

途上国の間でこのような格差が見られ

るのは、世界貿易において製造品輸出の

シェアが高まっているにもかかわらず、

Ｇ１３以外の国々は輸出品を一次産品から

製造品にシフトできなかったためである。

世界貿易における一次産品の長期低落傾

向は続いており、貿易自由化がなかった

としても、それらの国は経済が立ち遅れ

ていたと考えられる。そこで原因はむし

ろ、農産品の貿易自由化が進展しなかっ

たこと、途上国の多くで近代的な生産活

動に必要な物質的・社会的インフラが未

整備であること、そして人口増を抑制で

きなかったことに求められよう。

□貿易、雇用と賃金

貿易自由化は、先進国の熟練労働者と

非熟練労働者との不平等拡大の主因であ

ると一般的に信じられている。７０年代以

降、先進国では両者の賃金・失業率の格

差が拡大し、この時期に貿易障壁が取り

除かれていたため、多くのエコノミスト

はこれらの現象の因果関係を主張してい

るが、これを裏付ける実証的な証拠はな

い。貿易拡大が先進国の非熟練労働者へ

及ぼす悪影響にのみ焦点を当てるこの種

の議論は改める必要があるだろう。

そこで、本稿での実証的分析は、日米

両先進国とＧ１３中の６途上国（中国、イ

ンド、インドネシア、マレーシア、フィ

リピン、台湾）に対象国を絞り、かつ、

雇用と賃金の分析を製造業に限定すると

共に、先進国と途上国における雇用と賃

金への効果を併せて検討することとする。

�日米 輸出志向産業と輸入競争産業

の生産性を比較すると、前者の後者に対

する倍率は日本が２．５、米国が１．８である。

理論的に考慮すれば、Ｇ１３との貿易拡大

は、輸入競争産業の雇用を減らし、輸出

志向産業の雇用を増やす。すなわち、輸

入競争産業の未熟練労働者の雇用を減ら

し、輸出志向産業の熟練労働者の雇用を

増やし、かつ、熟練労働者の賃金水準を

相対的に押し上げるはずである。

日米とも理論通り、輸入競争産業の雇

用は減り続けている。ところが、輸出志

向産業でも雇用が減少した。輸入競争産

業における非熟練労働者の雇用の減少が、

Ｇ１３との貿易拡大のみに起因するものと

は考えられない。日米の雇用全体に占め

る輸入競争産業の雇用規模が小さいこと

も考慮すれば、非熟練労働者の失業の要

因をＧ１３との貿易に求めるのはおかしい

ように思われる。

また、製造業の中で熟練労働者と非熟

練労働者の賃金格差が広がったことを証

明するデータはなく、むしろ、熟練によ

る賃金格差は、製造業と他産業（おそら

くサービス業）との間で生じているので

はないかと考えられる。

�６途上国 途上国との製造業貿易の

拡大は、確かに先進国の非熟練労働者の

雇用と賃金に悪い影響を与えたが、その

度合いは比較的小さい。同時に、途上国

の熟練・非熟練労働者は、貿易による雇

用と賃金の伸びという恩恵に浴している。

世界的に見た総効果は肯定的で実質的で

ある。

□貿易と労働基準

南北間の貿易拡大がこれらの国々で労

働基準の低下を引き起こしたと信じる根

拠はあまりない。事実、一般的に貿易は

途上国の労働基準の向上に貢献している。

経済発展が立ち遅れた途上国で労働基準

が低下したことはおそらく事実であろう

が、これは貿易拡大よりも、貿易の縮小

が原因である。先進国（米国）では、労

働基準がまれに低下した場合もあるが、

それは途上国との貿易が主な原因ではな

い。むしろ、先進国間の競争から非生産

的部門の保護に走り、人材開発を怠るな

どの政策に求められると、分析は示唆し

ている。

□まとめ

以上の分析から、本論文は、貿易自由

化の影響についての不安や懸念には根拠

がないか、概して誇張されているとし、

実際には他の原因に求められると結論づ

けている。その上で、本稿は経済的に立

ち遅れている多くの途上国のインフラ整

備の重要性を示唆している。

（６） No.４９０ I L O ジ ャ ー ナ ル ２００１年３・４月号
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The employment impact of mergers and
acquisitions in the banking and financial
services sector

銀行・金融サービス部門の合併・
買収が雇用に与える影響
英文・２００１年刊・１１６頁・￥２，０００

ILO の産業別会議には毎回、会議のテーマに沿って業界の

現状を分析した討議資料が提出される。今年２月には銀行・金

融部門の合併・買収（Ｍ＆Ａ）が雇用に与える影響を検討する

政労使三者構成の会議が開催された。

討議資料として会議に提出された本書は、全世界的に活発な

銀行・金融部門のＭ＆Ａに関し、地域別の状況、統合と事業再

構築の過程における人材管理、賃金、労働時間、従業員の訓練、

志気、ストレス等に与える影響など、世界の現状を報告する。

Ｍ＆Ａに伴う人員削減の過程で健全な労使関係を保つ方法や、

ILO と国際労働基準の役割も取り上げる。

株主利益の最大化、規模の経済、競争力向上などＭ＆Ａを推

進する要因はさまざまであるが、３分の２のケースで所期の目

的を達成できていない。この理由としては、人員削減のまずさ

が指摘されることが多い。合併、事業再構築後も残った労働者

は、雇用が不安定になり、労働量、不安、ストレスが増大する

が、これらはすべて事業成績にマイナスに作用する。規模の拡

大と効率性の向上による便益は、管理部門が肥大化した組織特

有の無駄の増大と複雑化に相殺され、企業の結合に伴う文化的、

人的融合の難しさは過小評価されることが多い。

文化的な問題に十分配慮すればＭ＆Ａの成功率は２６％高まる

と指摘する調査もある。国を越えた企業間のＭ＆Ａが増える傾

向にあるため、文化的要因はますます重要になる可能性がある。

企業の合併が成功するかどうかのカギは「人的要因」にあり、

スムーズなＭ＆Ａの達成には労使の対話が重要である。

最近、銀行・金融業では、パート、派遣等非典型労働者の数

が増加しているが、総就業人口は減少している。これにはＭ＆

Ａ以外にも情報通信技術の普及や合理化といった各種の要因が

あるが、Ｍ＆Ａは必ず人員削減（時には大規模な）を伴う。少

なく見積もっても西欧の金融業界では、Ｍ＆Ａの影響で９０年代

に１３万人以上が失業し、１９９９～２００２年にも３０万人近い人員削減

が予測される。米国では１９９５年までの１０年間で市中銀行の数が

３割減り、１９８４年からの１０年間で就業人口は約５％減少した。

英国でも９０年代、行員数は１５万人減り、支店数は４分の１にな

った。日本でも銀行の合併と事業縮小が進み、公的資金投入の

見返りとして、３年間で２万人の雇用削減が約束されるなど業

界全体としての就業者数の低下傾向が明白である。

合理化は、主として女性が従事する支店業務等に影響するこ

とから、女性の雇用推進に逆行しているとも言える。金融業界

の寡占化に伴う競争力やサービスの低下が、雇用の主な担い手

である中小企業に対する貸し渋りを招く危険性もある。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

会議には日本を含む１７カ国の政府代表、労使代表各２０名が参

加した。Ｍ＆Ａが多発する現状において、良質の金融サービス

を維持する方法、Ｍ＆Ａが雇用に与える影響、金融業の雇用安

定を推進する策、技能要件の変化に既存の人材を適合させる人

材開発戦略、Ｍ＆Ａの過程における社会対話の役割、ILO の

取るべき優先活動といった分野に関し、話し合いが行われた。

最終的に、金融業の三者構成機構の設置、男女均等の促進、

金融業における結社の自由のそれぞれに関する３本の決議が採

択された。結論については、意見が合わず採択されなかった。

日日本本労労働働研研究究雑雑誌誌
２００１年 １月号
定価 ８９５円
年間 １０，７４０円
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人事ニュース
ヤング・プロフェッショ
ナルとして新規採用
昨年発足したヤング・プロフェッショ

ナル・プログラムに基づき、次の方々が
新たに採用され、今年１月からジュネー
ブの ILO 本部に赴任された。このプロ
グラムは、日本のように分担金の負担に
比して職員数が少ない加盟国から毎年将
来有望な若者を若干名採用し、幹部候補

生として養成するものである。
世界銀行中南米・カリブ地域局の人材

あら い ゆ き こ

開発課に勤務されていた荒井由希子さん
は、児童労働撲滅国際計画（IPEC）の
危険職業・産業技術支援課に属し、鉱業、
花火製造業、農業といった危険な職業及
び産業で見られる児童労働に関するプロ
ジェクトの管理、その準備・評価用の資
料作成、専門家ネットワークの形成、調
査研究等の業務に携わる。

アンダーセン・コンサルティング社に
み やけしん ご

勤務されていた三宅伸吾さんは、国際労
働基準局平等・雇用部に属し、強制労働
等の国際労働基準に関し、憲章に基づく
政府報告書及び労使団体からのコメント
の審査、法令分析、基準適用状況に関す
る報告作成、条約勧告適用専門家委員会
等適用監視機関の事務局業務、照会対応
といった業務に携わる。
お二人のご活躍を祈念します。
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Ｉ Ｌ Ｏ 東 京 支 局

〒１５０―０００１東京都渋谷区神宮前５―５３―７０国際連合大学本部ビル８階

TEL．０３―５４６７―２７０１ FAX．０３―５４６７―２７００
郵便振替００１４０―２―１９２２１番
三井住友銀行 神宮前支店 普通口座３１４９２０６

Ｉ Ｌ Ｏ の 出 版 物 好 評 発 売 中

第８９回 ILO総会報告書

Night Work of Women in Industry
「工業における女性の夜
業」

本年のILO総会における第３議題であ
る女性の夜業条約（第４号、４１号、８９
号及び議定書）に関する一般調査報
告書。女性の夜業禁止に関する分析、
各国の法律、夜業と均等待遇原則、
条約批准の見通し等について報告。

２００１年刊１７８pp. ２，２５０円

Youth unemployment and employment pol-
icy: A global perspective
「若年失業と雇用政策：
グローバルな視点から」

若年者の失業というタイムリーな問題
について、特徴、原因と結果、対応する
政策（労働市場情報のモニタリングと
評価、最低賃金の効果、教育訓練制
度、積極的労働市場政策）の重要性
について、掘り下げた考察を提供する。

N.O’ Higgins 著
２００１年刊２１２pp. ２，７５０円

第８９回 ILO総会報告書

Social security: Issues, challenges and pros-
pects
「社会保障：課題、挑戦、
展望」

今日の社会保障制度が直面するさま
ざまな課題（社会保障と雇用・開発政
策とのリンク、社会保護の拡大、社会
保障におけるジエンダー平等、財政、
社会対話の強化）について分析し、将
来の展望を簡潔に提示する議題報告
書。

２００１年刊８４pp. １，５００円

Sectoral Activities Programme

Human resources development, employment
and globalization in the hotel, catering and
tourism sector
「ホテル、ケータリング、旅
行業界における人材開
発、雇用、グローバリゼー
ション」

今年４月２日～６日にジュネーブで開催
された標記会議に提出されたILO事務
局の報告書。業界の動向、グローバリ
ゼーションの影響、雇用労働条件、人
材開発、社会対話に関する最近の状
況を報告する。

２００１年刊１３３pp. ２，２５０円
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